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京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合

事業」という。）の実施に関し、法、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「政令」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（総合事業の目的） 

第２条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサ

ービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第１１５

条の４５第１項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能と

することを目的とする。 

（総合事業の内容） 

第３条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。 

⑴ 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する事業（以下「第１号事業」という。）

のうち次に掲げる事業 

ア 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（以下「第１

号訪問事業」という。）として次に掲げる事業 

（ア）介護型ヘルプサービス 

（イ）生活支え合い型ヘルプサービス 

（ウ）地域支え合い活動補助事業 

イ 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（以下「第１

号通所事業」という。）として次に掲げる事業 

（ア）介護予防型デイサービス 

（イ）短時間型デイサービス 

ウ 法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業（以

下「第１号介護予防支援事業」という。） 

⑵ 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業（以下「一般介護予防事業」

という。）として次に掲げる事業 

ア 介護予防把握事業 
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イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

２ 省令第１４０条の６３の６第１号イの規定により次の各号の基準に基づき行う

事業は、当該各号に掲げるものとする。 

⑴ 旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準 前項第１号ア（ア）に掲げる

介護型ヘルプサービス 

⑵ 旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準 前項第１号イ（ア）に掲げる

介護予防型デイサービス 

（総合事業の実施主体） 

第４条 前条に掲げる総合事業の実施主体は、京都市とする。 

（総合事業の実施方法） 

第５条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、法第１１５条の４５の５に基

づいて市長が指定する者（以下「指定事業者」という。）により実施する。 

⑴ 介護型ヘルプサービス 

⑵ 生活支え合い型ヘルプサービス 

⑶ 介護予防型デイサービス 

⑷ 短時間型デイサービス 

２ 次に掲げる事業は、補助の方法により実施する。 

⑴ 地域支え合い活動補助事業 

３ 前項の事業に係る補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

４ 第１号介護予防支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

（暴力団の排除） 

第６条 指定事業者は法人であり、かつ、京都市暴力団排除条例第２条第４号イ及び

エに掲げる者でないものとする。 

２ 第１号事業を行う事業所の管理者及び当該事業の利用者の利益に重大な影響を

及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当

該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員であってはならない。 

３ 前項の事業所は、その運営について、京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定
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する暴力団員等の支配を受けてはならない。 

第７条 削除 

（指定事業者の指定等） 

第８条 市長は、法第１１５条の４５の５第１項の申請があった場合において、次の

各号のいずれかに該当するときは、法第１１５条の４５の３第１項の指定をしては

ならない。 

⑴ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなるまでの者であるとき。 

⑵ 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令第３５条

の２で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

⑶ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令第３５条の３で定めるものに

より罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者であるとき。 

⑷ 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （昭和

４４年法律第８４号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は

掛金（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において「保険

料等」という。）について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規

定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく３月

以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全

て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定

める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。）を引き続き滞納している者

であるとき。 

⑸ 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、その取消

しの日から起算して５年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人であ

る場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通

知があった日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者

であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）又はその

事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）で
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あった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含み、当該指定

を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった

日前６０日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算し

て５年を経過しないものを含む。）であるとき。 

⑹ 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同

じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として省令第１２６条の

３第１項で定めるもの（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申

請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として省令第１２６条の

３第２項で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその

事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者と

して省令第１２６の３第３項で定めるもののうち、当該申請者と省令第１２６の

３第４項で定める密接な関係を有する法人をいう。）が、法第１１５条の４５の

９の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過して

いないとき。 

⑺ 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定による指定の取消しの処分に係る行

政手続法第１５条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分

をしないことを決定する日までの間に省令第１４０条の６２の３第２項第４号

の規定による第１号事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の

理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもので

あるとき。 

⑻ 申請者が、法第１１５条の４５の７第１項の規定による検査が行われた日から

聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき法第１１５条の４５の９の規定による

指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日

として省令第１２６条の４で定めるところにより市長が当該申請者に当該検査

が行われた日から１０日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日

をいう。）までの間に省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による第１

号事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除

く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑼ 第７号に規定する期間内に省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定に
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よる第１号事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日

前６０日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある

法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止

について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日

から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑽ 申請者が、指定の申請前５年以内に法第１１５条の４５で規定する地域支援事

業又は法第２３条に規定する居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為

をした者であるとき。 

⑾ 申請者が、法人で、その役員等のうちに第１号から第５号まで又は第７号から

前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

（指定の有効期間） 

第９条 指定事業者の指定の有効期間（省令第１４０条の６３の７の市町村が定める

期間をいう。）は、６年とする。 

（その他の基準） 

第１０条 第６条から前条までに定めるもののほか、指定事業者の指定に関する基準

及び指定等に関し必要な事項は、別に定めるところによる。 

（市外の事業所に係る指定の基準） 

第１１条 市長は、指定事業者の指定に係る事業所が本市に隣接する市町村に所在す

る場合であって必要と認めるときは、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該

各号に掲げる事業所として指定することができる。 

⑴ 当該事業所の所在する市町村において、省令第１４０条の６３の６第１号イの

規定により旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準に基づき法第１１５

条の４５の３第１項の指定を受けている事業所 第３条第１項第１号ア（ア）に

掲げる介護型ヘルプサービスの指定事業所 

⑵ 当該事業所の所在する市町村において、省令第１４０条の６３の６第１号イの

規定により旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準に基づき法第１１５

条の４５の３第１項の指定を受けている事業所 第３条第１項第１号イ（ア）に

掲げる介護予防型デイサービスの指定事業所 

（事務の委託） 

第１２条 市長は、法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業支給費に係

る審査及び支払に関する事務を、同法同条第６項の規定により京都府国民健康保険
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団体連合会に委託することができる。 

２ 市長は、基本チェックリスト（平成２７年３月３１日厚生労働省告示第１９７号

に掲げる様式第１に基づくもの。以下同じ。）に関する事務を地域包括支援センタ

ーに委託することができる。 

（第１号事業の利用対象者） 

第１３条 第１号事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者（以下「居宅要支

援被保険者等」という。）とする。 

⑴ 法第５３条第１項本文に規定する居宅要支援被保険者 

⑵ 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する居宅要支援被保険者等（前号に掲

げる者を除く。）（以下「事業対象者」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、生活支え合い型ヘルプサービス、短時間型デイサービ

ス（短期集中予防プログラムを除く。）及び地域支え合い活動補助事業の利用対象

者については、省令第１４０条の６２の４第１項３号に規定する居宅要介護被保険

者（以下「継続利用要介護者」という。）が含まれる。 

（第１号事業に要する費用の額） 

第１４条 第５条第１項の規定により指定事業者により実施する第１号事業に要す

る費用の額は、別表１に掲げる１単位の単価に別表２に掲げる単位数を乗じて算定

するものとする。 

２ 前項の規定により算定した場合において、当該額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

（第１号事業に要する費用の支給） 

第１５条 市長は、前条の規定により算定された第１号事業に要する費用の額（その

額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の

額とする。）の１００分の９０に相当する額を指定事業者に支払うものとする。 

２ 第１号事業の利用者が法第９条第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号

被保険者」という。）であって法第５９条の２第１項に規定する政令で定めるとこ

ろにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にお

いて、前項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「１００分の９０」と

あるのは、「１００分の８０」とする。 

３ 第１号事業の利用者が第１号被保険者であって法第５９条の２第２項に規定す

る政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額
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以上である場合において、第１項の規定を適用する場合においては、同項の規定中

「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

（第１号事業に係る費用の支給限度額） 

第１６条 前条の規定により支払う額の限度額は、法第５５条第１項の規定の例によ

るものとする。 

２ 前項の規定を第１３条第１項第２号に規定する事業対象者に適用する場合にお

いて、介護予防サービス費等区分支給限度基準額に相当する単位数は、居宅介護サ

ービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平

成１２年厚生省告示第３３号）第２号イに規定する単位数とする。 

３ 居宅要支援被保険者が第１号事業及び介護予防サービス等（介護予防サービス及

び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この条において同じ。）を利用すると

きは、第１号事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第１項の

限度額を超えることができない。 

（高額介護予防サービス費相当の支給） 

第１７条 市長は、第１号事業及び法第８条の２に規定する介護予防サービス事業

（以下「介護予防サービス事業」という。）の利用により生じた利用者負担額が著

しく高額であるときは、法第６１条に規定する高額介護予防サービス費に相当する

額を支給するものとする。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当の支給） 

第１８条 市長は、第１号事業及び介護予防サービス事業の利用により生じた利用者

負担額及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第６

１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額（以下「高額医

療合算介護予防サービス費相当事業費」という。）を支給するものとする。 

２ 前項に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給に当たって

は、法第６１条の２に定める規定を準用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者等が次に掲げるいずれの事項にも

該当している場合の、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費については、京

都市重度障害老人健康管理費支給制度実施要綱第１条に規定する健康管理費（以下

「健康管理費」という。）を支給額から控除する。 

⑴ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給があるとき。 

⑵ 法第５１条の２に規定する高額医療合算介護サービス費、法第６１条の２に規



8 

定する高額医療合算介護予防サービス費及び医療保険者が支給する高額介護合

算療養費（以下「高額医療合算介護サービス費等」という。）の支給がないとき。 

⑶ 健康管理費の支給があるとき。 

４ 高額医療合算介護サービス費等の支給申請があったときは、第１項に規定する高

額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給申請があったものとみなすこと

ができる。 

（第１号事業支給費の額の特例） 

第１９条 市長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担するこ

とが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第１号事業

支給費の額の特例を決定することができる。 

２ 第１号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、京都市介護保険利用者負

担額減免実施要綱（以下「減免実施要綱」という。）の規定を準用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、減免実施要綱第３条第３項に規定する減額について

は、第３条第２項に規定する事業に係るものを除いては準用されないものとする。 

４ 法第６０条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険

者は、第１号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。 

（第１号介護予防支援に係る届出） 

第２０条 居宅要支援被保険者が第１号介護予防支援を受けようとする場合は、当該

居宅要支援被保険者が法第５８条第４項の規定により同条第１項に規定する指定

介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ていなければならない。 

２ 事業対象者が第１号介護予防支援を受けようとする場合は、居住する地域を所管

する地域包括支援センターの名称及び所在地を記載した届出書（以下「介護予防ケ

アマネジメント依頼届出書」という。）に介護保険被保険者証（以下「被保険者証」

という。）を添付して市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、前項の規定により届出があった場合は、次に掲げる事項を当該被保険者

の被保険者証に記載して返付するものとする。 

⑴ 前項の規定により届出があった地域包括支援センターの名称 

⑵ 事業対象者である旨 

⑶ 基本チェックリスト実施日（基本チェックリストを実施した日をいう。） 

（事業対象者に係る第１号事業の利用） 

第２１条 事業対象者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出した日から第
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１号事業を利用することができる。 

２ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出した日が、要介護認定有効期間又は

要支援認定有効期間（以下「認定有効期間」という。）内にある場合は、認定有効

期間の満了日の翌日から事業対象者に係る第１号事業の利用ができるものとする。

ただし、認定有効期間が６０日を超えて存在している場合には、事業対象者に係る

確認及び登録はできないものとする。 

（事業対象者ではなくなった場合の処理） 

第２２条 市長は、事業対象者が、次のいずれかに該当した場合には、当該事業対象

者の被保険者証から第２０条第３項に掲げる事項を削除し、これを返付するものと

する。 

⑴ 法第１９条第１項に規定する要介護認定又は法第１９条第２項に規定する要

支援認定を受けたとき。 

⑵ 第１号事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。 

（委任） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、所管

部長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施

行日前においてもすることができる。 

（経過措置） 

３ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出した日が平成２９年３月３１日以

前である者に第２１条第１項を適用する場合においては、各規定中「介護予防ケア

マネジメント依頼届出書を提出した日」とあるのを「平成２９年４月１日」と読み

替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 前項の規定にかかわらず、別表２に規定する事項のうち、以下の各号に規定する

事項は、平成３０年１０月１日施行とし、それまでの間については、なお従前の例

によるものとする。 

⑴ １（介護型ヘルプサービス費）のチ 

⑵ ２（生活支援型ヘルプサービス費）のチ 

⑶ ４（介護予防型デイサービス費）のタ及びレ 

⑷ ５（短時間型デイサービス費）のヰ及びノ 

⑸ ６（短期集中運動型デイサービス費）のホ、へ及びト 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表２に規定する事項のうち、以下の各号に規定す

る所定単位については、平成３０年３月３１日までに事業対象者に当該単位に該当

するサービスを提供している場合においては、平成３０年９月３０日までの間、算

定することができる。また、この場合において、当該サービスの提供に伴う加算及

び減算の算定を行う場合は、なお従前の例によるものとする。 

⑴ １（介護型ヘルプサービス費）のハ及びへ 

⑵ ２（生活支援型ヘルプサービス費）のハ及びへ 

⑶ ３（支え合い型ヘルプサービス費）のハ及びへ 

⑷ ４（介護予防型デイサービス費）のロ、ニ、へ及びチ 

⑸ ５（短時間型デイサービス費）のロ、ニ、へ、チ、ヌ、ヲ、カ及びタ 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（基本報酬に係る経過措置） 
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２ 令和３年９月３０日までの間は、別表２に規定する事項のうち、以下の各号に規

定する所定単位については、それぞれの所定単位数の１０００分の１００１に相当

する単位数を算定する。 

⑴ １（介護型ヘルプサービス費）のイからヘ 

⑵ ２（生活支援型ヘルプサービス費）のイからヘ 

⑶ ３（支え合い型ヘルプサービス費）のイからヘ 

⑷ ４（介護予防型デイサービス費）のイからチ 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年７月１１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（業務継続計画未策定減算に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間は、別表２に規定する事項のうち、以下の各号の規

定は、適用しない。ただし、以下の第４号、第５号及び第６号について、介護予防

型デイサービス費、短時間型デイサービス費及び短期集中運動型デイサービス費を

算定している事業所又は施設が感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び

非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。 

⑴ １（介護型ヘルプサービス費）のイからニの注５ 

⑵ ２（生活支援型ヘルプサービス費）のイからニの注４ 

⑶ ３（支え合い型ヘルプサービス費）のイからニの注４ 

⑷ ４（介護予防型デイサービス費）のイからチの注６ 

⑸ ５（短時間型デイサービス費）のイからチの注５ 

⑹ ６（短期集中運動型デイサービス費）のイからニの注６ 

（短期集中運動型デイサービスの実施に係る経過措置） 

３ 第３条第１項第１号のイの（ウ）、第５条第１項第６号及び別表２の６を廃止す

る。ただし、令和６年３月３１日時点で、短期集中運動型デイサービスを利用して



12 

いる者については、当該サービスの利用を終了するまでの間に限り、引き続き短期

集中運動型デイサービスを利用できるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（指定に関する経過措置） 

２ 令和８年３月３１日時点で、改正前の京都市介護予防・日常生活支援総合事業実

施要綱（以下「旧要綱」という。）第５条第１項第２号に規定する生活支援型ヘル

プサービス又は同項第３号に規定する支え合い型ヘルプサービスについて、法第１

１５条の４５の５に基づく市長の指定を受けている事業所は、改正後の京都市介護

予防・日常生活支援総合事業実施要綱（以下「新要綱」という。）第５条第１項第

２号に規定する生活支え合い型ヘルプサービスに係る同項の指定を受けたものと

みなす。 

（常勤配置加算に係る経過措置） 

３ 前項の規定により、新要綱第５条第１項第２号に規定する生活支え合い型ヘルプ

サービスに係る指定を受けた事業所のうち、令和８年３月３１日時点で、旧要綱別

表２の３ヘに規定する常勤配置加算を算定している事業所が、施行日以後におい

ても当該加算に係る旧要綱の基準を満たす場合に限り、令和９年３月３１日まで

の間、生活支え合い型ヘルプサービス費において、１月につき、以下に規定する所

定単位数を加算することができる。ただし、介護職員等処遇改善加算を算定してい

る場合は、この限りではない。 

⑴ 常勤配置加算（Ⅰ） （生活支え合い型ヘルプサービス費 イを算定する場合）          

１４３単位 

⑵ 常勤配置加算（Ⅱ） （生活支え合い型ヘルプサービス費 ロを算定する場合）     

２８６単位 

⑶ 常勤配置加算（Ⅲ） （生活支え合い型ヘルプサービス費 ハを算定する場合）   

４５３単位 

⑷ 常勤配置加算（Ⅳ） （生活支え合い型ヘルプサービス費 ニを算定する場合）   
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３２単位 

 

別表１（第１４条関係）  

事業名 １単位の単価 

第１号訪問事業 厚生労働省大臣が定める１単位の単価（平成２７年厚生労働省告

示第９３号。以下「単価告示」という。）の規定により１０円に京

都市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 

第１号通所事業 単価告示の規定により１０円に京都市の地域区分における通所介

護の割合を乗じて得た額とする。 

 

別表２（第１４条関係） 

 

京都市介護予防・日常生活支援総合事業における介護型ヘルプサービス、生活支え合い型

ヘルプサービス、介護予防型デイサービス、短時間型デイサービス及び短期集中運動型デイ

サービスを行った際の費用はそれぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。 

また、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げるほか、令和６年３月１５日厚生労働省

告示第８６号による改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２７号）、指定介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老

計発第０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００１号、厚生労

働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）及び介護保険法施行規則第百四十条の六十

三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項

について（令和３年３月１９日老認発０３１９第３号）に準ずるものとする。 

なお、継続利用要介護者については、要支援２と読み替えることとする。 

 

１ 介護型ヘルプサービス費 

（１月につき） 

イ 介護型ヘルプサービス費（Ⅰ）  １，１７６単位 

（要支援１、要支援２又は事業対象者である者に週１回程度の訪問を行うサービス計

画がある場合） 

ロ 介護型ヘルプサービス費（Ⅱ）  ２，３４９単位 
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（要支援１、要支援２又は事業対象者である者に週２回程度の訪問を行うサービス計

画がある場合） 

ハ 介護型ヘルプサービス費（Ⅲ）  ３，７２７単位 

（要支援２である者に週２回を超える程度の訪問を行うサービス計画がある場合） 

（１回につき） 

ニ 介護型ヘルプサービス費（Ⅳ）    ２８７単位 

（要支援１、要支援２又は事業対象者である者に複数種類の訪問を行うサービス計画

がある場合 訪問型サービス内で３，７２７単位まで） 

注１ 別に京都市長が定める施設基準に適合するものとして京都市長が指定した指定

介護型ヘルプサービス事業所（以下「指定介護型ヘルプサービス事業所」という。）

において、介護型ヘルプサービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付

けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、省令

第２２条の２３第１項に規定する生活援助従事者研修課程を修了した者が介護型

ヘルプサービスを行った場合は、イからヌを算定しない。 

注２ イからハまでについて、利用者が一の指定介護型ヘルプサービス事業所において

介護型ヘルプサービスを受けている間は、当該指定介護型ヘルプサービス事業所以

外の指定介護型ヘルプサービス事業所が介護型ヘルプサービスを行った場合に、介

護型ヘルプサービス費は、算定しない。 

生活支え合い型ヘルプサービス費を同月に算定する場合は、ニの区分において介

護型ヘルプサービス費を算定する。 

注３ 介護型ヘルプサービスのサービス提供内容については、身体介護、又は身体介護

と併せて提供する生活援助とする。 

なお、身体介護及び生活援助の内容については、「平成１２年３月１７日老計第１

０号」の例によるものとする。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施

減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算す

る。 

注５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算と

して、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注６ イからニまでについて、指定介護型ヘルプサービス事業所の所在する建物と同一

の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護型ヘルプサービス事業
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所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利

用者（指定介護型ヘルプサービス事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内

建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定介護型ヘル

プサービス事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住す

る建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対して、介護型ヘルプサー

ビスを行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指

定介護型ヘルプサービス事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等

に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対して、介護型ヘルプサービスを行

った場合は、所定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定する。ただし、

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定介護型ヘルプサービス事業所が、同

一敷地内建物等に居住する利用者（指定介護型ヘルプサービス事業所における１月

当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者

を除く。）に対して、介護型ヘルプサービスを行った場合は、所定単位数の１００分

の８８に相当する単位数を算定する。当該規定を適用する場合は、第１６条に規定

する支給限度額の算定の際、当該減算前の単位数で算定する。 

なお、建物の範囲については、訪問介護費（「平成１２年２月１０日厚生省告示第

１９号」で定めるものをいう。）における取扱いに準ずる。 

注７ 別に厚生労働大臣が定める地域（「平成２４年３月１３日厚生労働省告示第１２

０号」で定める地域をいう。）に所在し、かつ、京都市長に届け出た指定介護型ヘル

プサービス事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が介

護型ヘルプサービスを行った場合は、所定単位数の１００分の１５に相当する単位

数を所定単位数に加算する。 

注８ 別に厚生労働大臣が定める地域（「平成２１年３月１３日厚生労働省告示第８３

号一」で定める地域をいう。）に所在し、かつ、１月当たり実利用者数が５人以下で

あって、京都市長に届け出た指定介護型ヘルプサービス事業所（その一部として使

用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部

として使用される事務所の訪問介護員等が介護型ヘルプサービスを行った場合は、

所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注９ 指定介護型ヘルプサービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める

地域（「平成２１年３月１３日厚生労働省告示第８３号二」で定める地域をいう。）
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に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、介護型ヘルプサ

ービスを行った場合は、所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数

に加算する。 

注１０ 注７から注９の加算は、第１６条に規定する支給限度額の管理の対象外とする。 

ホ 初回加算              ２００単位 

注 指定介護型ヘルプサービス事業所において、新規に介護型ヘルプサービス計画を作

成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の介護型ヘルプサー

ビスを行った日の属する月に介護型ヘルプサービスを行った場合又は当該指定介護

型ヘルプサービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の介護型ヘル

プサービスを行った日の属する月に介護型ヘルプサービスを行った際にサービス提

供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

ヘ 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）    １００単位 

⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）    ２００単位 

注１ ⑴について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、指

定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施してい

る医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、

生活機能の向上を目的とした介護型ヘルプサービス計画を作成し、当該介護型ヘル

プサービス計画に基づく介護型ヘルプサービスを行った場合は、初回の当該介護型

ヘルプサービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

注２ ⑵について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予

防訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、指定介護

予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リ

ハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション等の一環として当該利用

者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、

かつ、生活機能の向上を目的とした介護型ヘルプサービス計画を作成した場合であ

って、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護型ヘ

ルプサービス計画に基づく介護型ヘルプサービスを行ったときは、初回の当該介護
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型ヘルプサービスが行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を

加算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。 

ト 口腔連携強化加算               ５０単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして京都市長に届け出た指

定介護型ヘルプサービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合に

おいて、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員、介護支援専門員又は第１

号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、

口腔連携強化加算として、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

チ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準（「令和６年３月１５日老発０３１５第２号」で

定める基準をいう。）に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して京都市長に届け出た指定介護型ヘルプサービス事業所が、利用者に対し、介護

型ヘルプサービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数×２４５／１０００ 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×２２４／１０００ 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）  所定単位数×１８２／１０００ 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）  所定単位数×１４５／１０００ 

注２ 介護職員等処遇改善加算に使用する所定単位数は、イからトまでにより算定した

単位数の合計とする。 

注３ 介護職員等処遇改善加算は、第１６条に規定する支給限度額の管理の対象外とす

る。 
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２ 生活支え合い型ヘルプサービス費 

（１月につき） 

イ 生活支え合い型ヘルプサービス費（Ⅰ）    ９８７単位 

（要支援１、要支援２又は事業対象者である者に週１回程度の訪問を行うサービス計

画がある場合） 

ロ 生活支え合い型ヘルプサービス費（Ⅱ）  １，９７２単位 

（要支援１、要支援２又は事業対象者である者に週２回程度の訪問を行うサービス計

画がある場合） 

ハ 生活支え合い型ヘルプサービス費（Ⅲ）  ３，１２９単位 

（要支援２である者に週２回を超える程度の訪問を行うサービス計画がある場合） 

（１回につき） 

ニ 生活支え合い型ヘルプサービス費（Ⅳ）    ２２０単位 

（要支援１、要支援２又は事業対象者である者に複数種類の訪問を行うサービス計画

がある場合 訪問型サービス内で３，７２７単位まで） 

注１ 別に京都市長が定める施設基準に適合するものとして京都市長が指定した指定

生活支え合い型ヘルプサービス事業所（以下「指定生活支え合い型ヘルプサービス

事業所」という。）において、生活支え合い型ヘルプサービスを行った場合に、介護

予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数

を算定する。 

注２ イからハまでについて、利用者が一の指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所

において生活支え合い型ヘルプサービスを受けている間は、当該指定生活支え合い

型ヘルプサービス事業所以外の指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所が生活

支え合い型ヘルプサービスを行った場合に、生活支え合い型ヘルプサービス費は、

算定しない。 

介護型ヘルプサービス費を同月に算定する場合は、ニの区分において生活支え合

い型ヘルプサービス費を算定する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施

減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算す

る。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算と

して、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 
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注５ イからニまでについて、指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所の所在する建

物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定生活支え合い型ヘ

ルプサービス事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」とい

う。）に居住する利用者（指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所における１月

当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者

を除く。）又は指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所における１月当たりの利

用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住

する利用者に対して、生活支え合い型ヘルプサービスを行った場合は、所定単位数

の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指定生活支え合い型ヘルプサービス

事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建

物に居住する利用者に対して、生活支え合い型ヘルプサービスを行った場合は、所

定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大

臣が定める基準に該当する指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所が、同一敷地

内建物等に居住する利用者（指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所における１

月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用

者を除く。）に対して、生活支え合い型ヘルプサービスを行った場合は、所定単位数

の１００分の８８に相当する単位数を算定する。当該規定を適用する場合は、第１

６条に規定する支給限度額の算定の際、当該減算前の単位数で算定する。 

なお、建物の範囲については、訪問介護費（「平成１２年２月１０日厚生省告示第

１９号」で定めるものをいう。）における取扱いに準ずる。 

注６ 別に厚生労働大臣が定める地域（「平成２４年３月１３日厚生労働省告示第１２

０号」で定める地域をいう。）に所在し、かつ、京都市長に届け出た指定生活支え合

い型ヘルプサービス事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在し

ない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介

護員等が生活支え合い型ヘルプサービスを行った場合は、所定単位数の１００分の

１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注７ 別に厚生労働大臣が定める地域（「平成２１年３月１３日厚生労働省告示第８３

号一」で定める地域をいう。）に所在し、かつ、１月当たりの実利用者数が５人以下

であって、京都市長に届け出た指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所（その一

部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）

又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が生活支え合い型ヘルプサ
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ービスを行った場合は、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位

数に加算する。 

注８ 指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣

が定める地域（「平成２１年３月１３日厚生労働省告示第８３号二」で定める地域

をいう。）に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、生活支

え合い型ヘルプサービスを行った場合は、所定単位数の１００分の５に相当する単

位数を所定単位数に加算する。 

注９ 注６から注８の加算は、第１６条に規定する支給限度額の管理の対象外とする。 

ホ 初回加算              ２００単位 

注 指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所において、新規に生活支え合い型ヘルプ

サービス計画を作成した利用者に対して、訪問事業責任者が初回若しくは初回の生活

支え合い型ヘルプサービスを行った日の属する月に生活支え合い型ヘルプサービス

を行った場合又は当該指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所のその他の訪問介

護員等が初回若しくは初回の生活支え合い型ヘルプサービスを行った日の属する月

に生活支え合い型ヘルプサービスを行った際に訪問事業責任者が同行した場合は、１

月につき所定単位数を加算する。 

ヘ 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）    １００単位 

⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）    ２００単位 

注１ ⑴について、訪問事業責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護

予防訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、指定介

護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活

機能の向上を目的とした生活支え合い型ヘルプサービス計画を作成し、当該生活支

え合い型ヘルプサービス計画に基づく生活支え合い型ヘルプサービスを行った場

合は、初回の当該生活支え合い型ヘルプサービスが行われた日の属する月に、所定

単位数を加算する。 

注２ ⑵について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予

防訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、指定介護

予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リ
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ハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション等の一環として当該利用

者の居宅を訪問する際に訪問事業責任者が同行する等により、当該医師、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、か

つ、生活機能の向上を目的とした生活支え合い型ヘルプサービス計画を作成した場

合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該生

活支え合い型ヘルプサービス計画に基づく生活支え合い型ヘルプサービスを行っ

たときは、初回の当該生活支え合い型ヘルプサービスが行われた日の属する月以降

３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は、

算定しない。 

ト 口腔連携強化加算               ５０単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして京都市長に届け出た指

定生活支え合い型ヘルプサービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し

た場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員、介護支援専門員

又は第１号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行っ

たときは、口腔連携強化加算として、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

チ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準（「令和６年３月１５日老発０３１５第２号」で

定める基準をいう。）に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して京都市長に届け出た指定生活支え合い型ヘルプサービス事業所が、利用者に対

し、生活支え合い型ヘルプサービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数×２４５／１０００ 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×２２４／１０００ 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）  所定単位数×１８２／１０００ 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）  所定単位数×１４５／１０００ 

注２ 介護職員等処遇改善加算に使用する所定単位数は、イからトまでにより算定した

単位数の合計とする。 

注３ 介護職員等処遇改善加算は、第１６条に規定する支給限度額の管理の対象外とする。 
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３ 介護予防型デイサービス費 

（１月につき） 

イ 介護予防型デイサービス費（Ⅰ）  １，７９８単位 

（入浴あり 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合） 

ロ 介護予防型デイサービス費（Ⅱ）  ３，６２１単位 

（入浴あり 要支援２である者に対して週２回程度サービスを行う計画がある場合） 

ハ 介護予防型デイサービス費（Ⅲ）  １，５９８単位 

（入浴なし 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合） 

ニ 介護予防型デイサービス費（Ⅳ）  ３，２２１単位 

（入浴なし 要支援２である者に対して週２回程度サービスを行う計画がある場合） 

（１回につき） 

ホ 介護予防型デイサービス費（Ⅴ）    ４３６単位 

（入浴あり 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合 １月４回まで） 

ヘ 介護予防型デイサービス費（Ⅵ）    ４４７単位 

（入浴あり 要支援２である者に対して週２回程度サービスを行う計画がある場合 

１月８回まで） 

ト 介護予防型デイサービス費（Ⅶ）    ３８８単位 

（入浴なし 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合 １月４回まで） 

チ 介護予防型デイサービス費（Ⅷ）    ３９８単位 

（入浴なし 要支援２である者に対して週２回程度サービスを行う計画がある場合 

１月８回まで） 

注１ 別に京都市長が定める施設基準に適合するものとして京都市長が指定した指定

介護予防型デイサービス事業所（以下「指定介護予防型デイサービス事業所」とい

う。）において、介護予防型デイサービスを行った場合に、介護予防サービス計画に

位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。 

注２ イからニまでについて、利用者が一の指定介護予防型デイサービス事業所におい

て介護予防型デイサービスを受けている間は、当該指定介護予防型デイサービス事
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業所以外の指定介護予防型デイサービス事業所が介護予防型デイサービスを行っ

た場合に、介護予防型デイサービス費は、算定しない。 

短時間型デイサービス費を同月に算定する場合は、ホからチまでの区分において

介護予防型デイサービス費を算定する。 

注３ 介護予防型デイサービスのサービス提供に係る所要時間については、原則として、

３時間以上サービス提供を行うものとする。 

注４ イからチまでについて、利用者の数が定員を超えている場合又は看護職員若しく

は介護職員の員数が欠如している場合は、所定単位数の１００分の７０に相当する

単位数を算定する。 

注５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施

減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算す

る。 

注６ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算と

して、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注７ 指定介護予防型デイサービス事業所の従業者が別に厚生労働大臣が定める地域

（「平成２１年３月１３日厚生労働省告示第８３号二」で定める地域をいう。）に居

住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、介護予防型デイサー

ビスを行った場合は、１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。当該加算については、第１６条に規定する支給限度額の管理

の対象外とする。 

注８ 指定介護予防型デイサービス事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防

型デイサービス事業所と同一建物から当該指定介護予防型デイサービス事業所に

通う者に対し、介護予防型デイサービスを行った場合は、１月につき次に掲げる単

位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると

認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる

利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。また、当該減算については、

第１６条に規定する支給限度額の管理の対象外とする。 

イ イ、ハを算定する場合（１月につき）    ３７６単位 

ロ ロ、ニを算定する場合（１月につき）    ７５２単位 

ハ ホ、ヘ、ト、チを算定する場合（１回につき） ９４単位 

注９ 利用者に対して、その居宅と指定介護予防型デイサービス事業所との間の送迎を
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行わない場合は、片道につき４７単位（イ、ハを算定している場合は１月につき３

７６単位を、ロ、ニを算定している場合は１月につき７５２単位を限度とする。）を

所定単位数から減算する。ただし、注８を算定している場合は、この限りでない。 

リ 生活機能向上グループ活動加算     １００単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして京都市長に届け出て、利用者

の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループ

に対して実施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活

動サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、

この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一

体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。 

イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定介護予防型デイサ

ービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した

介護予防型デイサービス計画を作成していること。 

ロ 介護予防型デイサービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上

に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、そ

の項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、

利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供さ

れていること。 

ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行って

いること 

ヌ 若年性認知症利用者受入加算         ２４０単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準（「令和３年３月１５日厚生労働省告示７３号」で

定める基準をいう。）に適合しているものとして京都市長に届け出た指定介護予防型

デイサービス事業所において、若年性認知症利用者に対して介護予防型デイサービス

を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

ル 栄養アセスメント加算          ５０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして京都市長に届け出た指定介護予

防型デイサービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同

して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握

することをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数

を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定
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に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月は、算定しない。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置

していること。 

ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者

（以下この注及びヲにおいて「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメン

トを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に

応じ対応すること。 

ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たっ

て、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して

いること。 

ニ 利用者の数が定員を超過していない又は看護職員若しくは介護職員の員数が欠

如していないこと。 

ヲ 栄養改善加算            ２００単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして京都市長に届け出て、低栄養

状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の

改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用

者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注、カ及びソに

おいて「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算

する。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ていること。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの

摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理

栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記

録していること。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ホ 利用者の数が定員を超過していない又は看護職員若しくは介護職員の員数が欠如

していないこと。 

ワ 口腔機能向上加算 
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注 次に掲げるイ又はロの基準に適合しているものとして京都市長に届け出て、口腔機

能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機

能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・

嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以下この注、カ及びレにおいて「口腔機能向上サー

ビス」という。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）          １５０単位 

次のいずれにも適合していること。 

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管

理指導計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護

職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に

記録していること。 

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価しているこ

と。 

⑸ 利用者の数が定員を超過していない又は看護職員若しくは介護職員の員数が欠

如していないこと。 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ）          １６０単位 

次のいずれにも適合していること。 

⑴ イの⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機

能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効

な実施のために必要な情報を活用していること。 

カ 一体的サービス提供加算            ４８０単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、京都市長に届け出た指

定介護予防型デイサービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能

向上サービスをいずれも実施した場合に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、
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栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、算定しない。 

ヨ サービス提供体制強化加算 

注 次に掲げるイ、ロ又はハの基準に適合しているものとして、京都市長に届け出た指

定介護予防型デイサービス事業所が利用者に対し介護予防型デイサービスを行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。当該加算については、第１６条に規定する支給限

度額の管理の対象外とする。 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

(一) イ、ハ、ホ、トを算定する場合  ８８単位 

(二) ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合 １７６単位 

次のいずれにも適合すること 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

(一) 指定介護予防型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が１００分の７０以上であること。 

(二) 指定介護予防型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０

年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上であること。 

⑵ 利用者の数が定員を超過していない又は看護職員若しくは介護職員の員数が

欠如していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

(一) イ、ハ、ホ、トを算定する場合  ７２単位 

(二) ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合 １４４単位 

次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定介護予防型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が１００分の５０以上であること。 

⑵ 利用者の数が定員を超過していない又は看護職員若しくは介護職員の員数が

欠如していないこと。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

(一) イ、ハ、ホ、トを算定する場合  ２４単位 

(二) ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合  ４８単位 

次のいずれにも適合すること。 
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⑴ 次のいずれかに適合すること。 

(一) 指定介護予防型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が１００分の４０以上であること。 

(二) 介護予防型デイサービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続

年数７年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。 

⑵ 利用者の数が定員を超過していない又は看護職員若しくは介護職員の員数が

欠如していないこと。 

タ 生活機能向上連携加算 

注 次に掲げるイ又はロの基準に適合しているものとして、京都市長に届け出た指定介

護予防型デイサービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等

の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分

に従い、イについては３月に１回を限度として１月につき、ロについては１月につき、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）       １００単位 

次のいずれにも適合すること 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士又は医師（以下この注において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当

該指定介護予防型デイサービス事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者（以下この注において「機能訓練指導員等」という。）が

共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っているこ

と。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、

利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説

明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）     ２００単位 

次のいずれにも適合すること 
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⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定介護予

防型デイサービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用

者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、

利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説

明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

レ 口腔・栄養スクリーニング加算 

注 次に掲げるイ又はハの基準に適合する指定介護予防型デイサービス事業所の従業

者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング

又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、１

回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該

利用者について当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定してい

る場合にあっては算定しない。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）       ２０単位 

次のいずれにも適合していること。 

⑴ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者が口腔の健康状態の低下し

ているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を、当該利用

者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

⑵ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利

用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養

状態の改善に必要な情報を含む。）を、当該利用者を担当している介護支援専門員

に提供していること。 

⑶ 利用者の数が定員を超過していない又は看護職員若しくは介護職員の員数が欠

如していないこと。 

⑷ 算定日が属する月が、次のいずれにも該当していないこと 
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(一) 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善サービス

を受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する

月であること。 

(二) 当該利用者が口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機

能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）        ５単位 

次のいずれかに適合していること。 

⑴ 次のいずれにも適合すること 

(一) イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者

が栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月であること。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上サービスを受けている間及

び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

⑵ 次のいずれにも適合すること 

(一) イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該

利用者が栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了

した日の属する月ではないこと。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上サービスを受けている間及

び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

ソ 科学的介護推進体制加算          ４０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして京都市長に届け出た指定介護予

防型デイサービス事業所が、利用者に対し、介護予防型デイサービスを行った場合は、

１月につき所定単位数を加算する。 

イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、栄養状態、

口腔機能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の

利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

ロ 必要に応じて介護予防型デイサービス計画を見直すなど、介護予防型デイサー

ビスの提供に当たって、イに規定する情報その他介護予防型デイサービスを適切

かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 



32 

ツ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準（「令和６年３月１５日老発０３１５第２号」で

定める基準をいう。）に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して京都市長に届け出た指定介護予防型デイサービス事業所が、利用者に対し、介

護予防型デイサービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数×９２／１０００ 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×９０／１０００ 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）  所定単位数×８０／１０００ 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）  所定単位数×６４／１０００ 

注２ 介護職員等処遇改善加算に使用する所定単位数は、イからソまでにより算定した

単位数の合計とする。 

注３ 介護職員等処遇改善加算は、第１６条に規定する支給限度額の管理の対象外とす

る。 
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４ 短時間型デイサービス費 

（１月につき） 

イ 短時間型デイサービス費（Ⅰ）  １，４８５単位 

（入浴あり 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合） 

ロ 短時間型デイサービス費（Ⅱ）  ２，９８９単位 

（入浴あり 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週２回程度サービ

スを行う計画がある場合。ただし、要支援１又は事業対象者である者に対しては、短期

集中予防プログラムを行う計画がある場合に限る。） 

ハ 短時間型デイサービス費（Ⅲ）  １，２７７単位 

（入浴なし 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合） 

ニ 短時間型デイサービス費（Ⅳ）  ２，５７４単位 

（入浴なし 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週２回程度サービ

スを行う計画がある場合。ただし、要支援１又は事業対象者である者に対しては、短期

集中予防プログラムを行う計画がある場合に限る。） 

（１回につき） 

ホ 短時間型デイサービス費（Ⅴ）    ３６０単位 

（入浴あり 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合 １月４回まで） 

ヘ 短時間型デイサービス費（Ⅵ）    ３６９単位 

（入浴あり 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週２回程度サービ

スを行う計画がある場合。ただし、要支援１又は事業対象者である者に対しては、短期

集中予防プログラムを行う計画がある場合に限る。 １月８回まで） 

ト 短時間型デイサービス費（Ⅶ）    ３１０単位 

（入浴なし 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週１回程度サービ

スを行う計画がある場合 １月４回まで） 

チ 短時間型デイサービス費（Ⅷ）    ３１８単位 

（入浴なし 要支援１、要支援２又は事業対象者である者に対して週２回程度サービ

スを行う計画がある場合。ただし、要支援１又は事業対象者である者に対しては、短期

集中予防プログラムを行う計画がある場合に限る。 １月８回まで） 
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注１ 別に京都市長が定める施設基準に適合するものとして京都市長が指定した指定

短時間型デイサービス事業所（以下「指定短時間型デイサービス事業所」という。）

において、短時間型デイサービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付

けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。 

注２ イからニまでについて、利用者が一の指定短時間型デイサービス事業所において

短時間型デイサービスを受けている間は、当該指定短時間型デイサービス事業所以

外の指定短時間型デイサービス事業所が短時間型デイサービスを行った場合に、短

時間型デイサービス費は、算定しない。 

介護予防型デイサービス費を同月に算定する場合は、ホからチまでの区分におい

て短時間型デイサービス費を算定する。 

注３ 短時間型デイサービスのサービス提供に係る所要時間については、原則として、

１時間以上３時間未満のサービス提供を行うものとする。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施

減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算す

る。 

注５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算と

して、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注６ 指定短時間型デイサービス事業所の従業者が別に厚生労働大臣が定める地域

（「平成２１年３月１３日厚生労働省告示第８３号二」で定める地域をいう。）に居

住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、短時間型デイサービ

スを行った場合は、１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定

単位数に加算する。当該加算については、第１６条に規定する支給限度額の管理の

対象外とする。 

注７ 指定短時間型デイサービス事業所と同一建物に居住する者又は指定短時間型デ

イサービス事業所と同一建物から当該指定短時間型デイサービス事業所に通う者

に対し、短時間型デイサービスを行った場合は、１月につき次に掲げる単位数を所

定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められ

る利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に

対して送迎を行った場合は、この限りでない。また、当該減算については、第１６

条に規定する支給限度額の管理の対象外とする。 

イ イ、ハを算定する場合（１月につき）    ３７６単位 
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ロ ロ、ニを算定する場合（１月につき）    ７５２単位 

ハ ホ、ヘ、ト、チを算定する場合（１回につき） ９４単位 

注８ 利用者に対して、その居宅と指定短時間型デイサービス事業所との間の送迎を行

わない場合は、片道につき４７単位（イ、ハを算定している場合は１月につき３７

６単位を、ロ、ニを算定している場合は１月につき７５２単位を限度とする。）を所

定単位数から減算する。ただし、注７を算定している場合は、この限りではない。 

リ 生活機能向上グループ活動加算    １００単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして京都市長に届け出て、利用者

の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループ

に対して実施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活

動サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、

この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算、一体

的サービス提供加算又は短期集中予防プログラム加算のいずれかを算定している場

合は、算定しない。 

イ 相談員、介護職員、機能訓練指導員その他指定短時間型デイサービス事業所の従業

者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した短時間型デイサービス

計画を作成していること。 

ロ 短時間型デイサービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資

するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目

の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の

心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されているこ

と。 

ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行って

いること 

ヌ 栄養アセスメント加算          ５０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして京都市長に届け出た指定短時間

型デイサービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同し

て栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握す

ることをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数を

加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に

係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属
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する月は、算定しない。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ていること。 

ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以

下この注及びネにおいて「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実

施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応

すること。 

ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

こと。 

ル 栄養改善加算            ２００単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして京都市長に届け出て、低栄養

状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の

改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用

者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注、ラ、オにお

いて「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算す

る。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ていること。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの

摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理

栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記

録していること。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ヲ 口腔機能向上加算 

注 次に掲げるイ又はロの基準に適合しているものとして京都市長に届け出て、口腔機

能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機

能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・

嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以下この注、ワ及びタにおいて「口腔機能向上サー



37 

ビス」という。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）          １５０単位 

次のいずれにも適合していること。 

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管

理指導計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護

職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に

記録していること。 

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価しているこ

と。 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ）          １６０単位 

次のいずれにも適合していること。 

⑴ イの⑴か⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機

能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効

な実施のために必要な情報を活用していること。 

ワ 一体的サービス提供加算            ４８０単位 

注 次に掲げる基準に適合しているものとして、京都市長に届け出た指定短時間型デイ

サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをい

ずれも実施した場合に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善加算又

は口腔機能向上加算を算定している場合は、算定しない。 

カ サービス提供体制強化加算 

注 次に掲げるイ、ロ又はハの基準に適合しているものとして、京都市長に届け出た指

定短時間型デイサービス事業所が利用者に対し短時間型デイサービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。当該加算については、第１６条に規定する支給限度額
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の管理の対象外とする。 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

(一) イ、ハ、ホ、トを算定する場合  ８８単位 

(二) ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合 １７６単位 

次のいずれかに適合すること。 

⑴ 指定短時間型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が１００分の７０以上であること。 

⑵ 指定短時間型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以

上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上であること。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

(一) イ、ハ、ホ、トを算定する場合  ７２単位 

(二) ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合  １４４単位 

⑴ 指定短時間型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が１００分の５０以上であること。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

(一) イ、ハ、ホ、トを算定する場合  ２４単位 

(二) ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合  ４８単位 

次のいずれかに適合すること。 

⑴ 指定短時間型デイサービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が１００分の４０以上であること。 

⑵ 短時間型デイサービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７

年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。 

ヨ 生活機能向上連携加算 

注 次に掲げるイ又はロの基準に適合しているものとして、京都市長に届け出た指定短

時間型デイサービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の

評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に

従い、イについては３月に１回を限度として１月につき、ロについては１月につき、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、短期集中予防プログラム加算又

は次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）       １００単位 
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次のいずれにも適合すること 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士又は医師（以下この注において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当

該指定短時間型デイサービス事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者（以下この注において「機能訓練指導員等」という。）が共

同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、

利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説

明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）     ２００単位 

次のいずれにも適合すること 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短時間

型デイサービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者

の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、

利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説

明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

タ 口腔・栄養スクリーニング加算 

注 次に掲げるイ又はハの基準に適合する指定短時間型デイサービス事業所の従業者

が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は

栄養状態のスクリーニングを行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、１回につ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者につ
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いて当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっ

ては算定しない。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）       ２０単位 

次のいずれにも適合していること。 

⑴ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の状態に関する情報（当該利用者が口腔の健康状態の低下してい

るおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を、当該利用者を

担当する介護支援専門員に提供していること。 

⑵ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利

用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養

状態の改善に必要な情報を含む。）を、当該利用者を担当している介護支援専門員

に提供していること。 

⑶ 算定日が属する月が、次のいずれにも該当していないこと 

(一) 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善サービス

を受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する

月であること。 

(二) 当該利用者が口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機

能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）       ５単位 

次のいずれかに適合していること。 

⑴ 次のいずれにも適合すること 

(一) イ⑴に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者

が栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月であること。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上サービスを受けている間及

び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

⑵ 次のいずれにも適合すること 

(一) イ⑵に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該

利用者が栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了
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した日の属する月ではないこと。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上サービスを受けている間及

び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

レ 科学的介護推進体制加算          ４０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして京都市長に届け出た指定短時間

型デイサービス事業所が、利用者に対し、短時間型デイサービスを行った場合は、１

月につき所定単位数を加算する。 

イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、栄養状態、口

腔機能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の利用

者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

ロ 必要に応じて短時間型デイサービス計画を見直すなど、短時間型デイサービスの提

供に当たって、イに規定する情報その他短時間型デイサービスを適切かつ有効に提供

するために必要な情報を活用していること。 

ソ 看護職員配置加算 

注 次のいずれにも適合しているものとして、京都市長に届け出た指定短時間型デイサ

ービス事業所が利用者に対し、短時間型デイサービスを行った場合は、１月につき所

定単位数を加算する。 

イ 短時間型デイサービスの単位ごとに、専ら当該短時間型デイサービスの提供に当た

る看護職員を１名以上配置していること。 

ロ 利用者の数が定員を超過していないこと。 

(一) イ、ハ、ホ、トを算定する場合       ２５０単位 

(二) ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合       ５００単位 

ツ 短期集中予防プログラム加算 

⑴ 短期集中予防プログラム加算（Ⅰ） （イ、ハ、ホ、トを算定する場合） 

１，２６０単位 

⑵ 短期集中予防プログラム加算（Ⅱ） （ロ、ニ、ヘ、チを算定する場合） 

１，４５０単位 

注１ 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして京都市長に届け出て、利用者の

生活機能向上及び自立した日常生活を営むことを目的として、専門職により個別的に

実施される短期間の集中的な介護予防に関する訓練の指導若しくは実施であって、利

用者の心身の状態の維持向上及び自己管理習慣の構築に資すると認められるもの（以
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下この注において「短期集中予防プログラム」という。）を実施した場合は、１月につ

き所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、生活

機能向上グループ活動加算又は生活機能向上連携加算を算定している場合は、算定し

ない。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により短期集中予防計画作成者及び

短期集中予防プログラム実施指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士又は市長が短期集中予防プログラムを実施するために必要な専門的知識を有

すると認めた者（以下この注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置して

いること。 

ロ 理学療法士等が、利用者のサービス終了後の「望む生活」を目標に設定した短期集

中介護予防計画を作成し、当該利用者に交付するとともに、介護予防サービス計画を

作成した地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業所に提出すること。 

ハ 短期集中予防プログラムとして、原則３か月間（必要に応じて６か月以内）、次の取

組を実施すること。 

(一) 週１回又は週２回程度、理学療法士等が利用者に対し、サービス終了後も利用

者自身が居宅で取り組めるセルフケアの方法を指導すること。なお、サービス提供

に当たり、最低１回は利用者の居宅を訪問し、居宅及び地域の状況の確認を行うこ

と。 

(二) 個人ごとのセルフマネジメントシートを使用して、利用者と理学療法士等が、

利用者が自宅でできる取組を設定し、利用者が自らの実践状況を記録し、来所時に

理学療法士等が個別面談により確認すること。また、面談時には１週間の振り返り

を行うとともに、次週の取組の確認を行うこと。 

ニ 短期集中予防プログラムを実施する利用者数及び当該サービス終了後のサービス

利用状況等を年１回京都市長に報告すること。 

注２ 短期集中介護予防計画作成者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定短時間型デイサービス事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができる。 

注３ 利用者が一の指定短時間型デイサービス事業所において短期集中予防プログラ

ムを受けている間は、当該指定短時間型デイサービス事業所以外の指定短時間型デイ

サービス事業所が短期集中予防プログラムを行った場合に、短期集中予防プログラム
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加算は算定しない。 

注４ 短期集中予防プログラムの利用を終了した者について、改めて、短期集中予防プ

ログラムを提供する場合、原則として、前の短期集中予防プログラムの利用を終了し

た日から起算して１年の間は当該利用者に対する短期集中予防プログラム加算は算

定しない。 

ネ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準（「令和６年３月１５日老発０３１５第２号」で

定める基準をいう。）に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して京都市長に届け出た指定短時間型デイサービス事業所が、利用者に対し、短時

間型デイサービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （イを算定する場合） １６７単位 

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （ロを算定する場合） ３３４単位 

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （ハを算定する場合） １４７単位 

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （ニを算定する場合） ２９６単位 

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （ホを算定する場合）  ４１単位 

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （ヘを算定する場合）  ４１単位 

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （トを算定する場合）  ３７単位 

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （チを算定する場合）  ３６単位 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （イを算定する場合） １６３単位 

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （ロを算定する場合） ３２７単位 

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （ハを算定する場合） １４４単位 

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （ニを算定する場合） ２９０単位 

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （ホを算定する場合）  ３９単位 

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （ヘを算定する場合）  ４０単位 

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （トを算定する場合）  ３５単位 

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （チを算定する場合）  ３６単位 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 
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(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （イを算定する場合） １４５単位 

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （ロを算定する場合） ２９１単位 

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （ハを算定する場合） １２８単位 

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （ニを算定する場合） ２５８単位 

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （ホを算定する場合）  ３６単位 

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （ヘを算定する場合）  ３７単位 

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （トを算定する場合）  ３２単位 

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （チを算定する場合）  ３２単位 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （イを算定する場合） １１６単位 

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （ロを算定する場合） ２３２単位 

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （ハを算定する場合） １０３単位 

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （ニを算定する場合） ２０６単位 

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （ホを算定する場合）  ２８単位 

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （ヘを算定する場合）  ２９単位 

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （トを算定する場合）  ２５単位 

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （チを算定する場合）  ２５単位 

注２ 短期集中予防プログラム加算を算定する場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

注１の加算に加え、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

⑴ 短期集中予防プログラム加算（Ⅰ）介護職員等処遇改善加算 

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合   １１６単位 

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)を算定する場合   １１３単位 

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)を算定する場合   １０１単位 

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定する場合    ８１単位 

⑵ 短期集中予防プログラム加算（Ⅱ）介護職員等処遇改善加算 

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合   １３３単位 

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)を算定する場合   １３１単位 

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)を算定する場合   １１６単位 

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定する場合    ９３単位 

注３ 介護職員等処遇改善加算は、第１６条に規定する支給限度額の管理の対象外とす

る。 



45 

  



46 

 



47 

５ 日割算定事由 

＜日割請求の対象事由と起算日＞ 

対象サービス 月途中の事由 起算日（※３） 

訪問型サービス 

通所型サービス 

開

始 

区分変更（要支援１⇔要支援２）（※２） 

区分変更（事業対象者⇔要支援）（※２） 
変更日 

区分変更（要介護→要支援・事業対象者） 

事業所の変更（同一サービスのみ）（※１） 

事業開始（指定有効期間開始） 

事業所指定効力停止の解除 

契約日 

利用者との契約開始 契約日 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予

防認知症対応型共同生活介護の退居（※１） 
退去日の翌日 

介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除 契約解除日の翌日 

介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期

入所療養介護の退所（※１） 
退所日の翌日 

終

了 

区分変更（要支援１⇔要支援２）（※２） 

区分変更（事業対象者⇔要支援）（※２） 
変更日 

区分変更（要支援・事業対象者→要介護） 

事業所の変更（同一サービスのみ）（※１） 

事業廃止（指定有効期間満了） 

事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 

利用者との契約解除 契約解除日 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予

防認知症対応型共同生活介護の入居（※１） 
入居日の前日 

介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の

登録開始（※１） 

サービス提供日（通い、

訪問又は宿泊）の前日 

介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期

入所療養介護の入所（※１） 
入所日の前日 

※１ 利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の

保険者に転出する場合、京都市に対しては、月額包括報酬で算定可能とする。 

※２ 報酬区分が変更となる場合のみ日割算定の対象とする。 

※３ 終了の起算日は、引き続き月途中から開始事由がある場合についてはその前日とす

る。 


